
○総務省訓令第５号 
 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成１５年２月７日 

                        総務大臣 片山 虎之助   
 
   電波法関係審査基準の一部を改正する訓令 

 電波法関係審査基準（平成１３年１月６日総務省訓令第６７号）の一部を次のとおり改

正する。 

 別表１の２別表第１５号の表中 

  52 〃 50～54 500 注１、注２ 

 

  52 〃 50～54 500 注１、注２、注 13 

 

75.75 〃 75.5～76 〃 注４、注 13、付表 

 

75.75 〃 75.5～76 〃 注４、注 14、付表 

改め、同表中注 13 を注 14 とし、同注の前に次のように加える。 

  13 この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から 51.5MHz までの周波数を使用して

外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り１kＷとし、500Ｗを超える空中線電

力を指定する場合は、「500Ｗを超える空中線電力の使用は、50MHz から 51.5MHz ま

での周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線

局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとす

る。 

別紙１第１５中 25 を 26 とし、24 を 25 とし、23 を 24 とし、22 を 23 とし、21 を 22 と

し、20 を 21 とし、19 を 20 とし、18 を 19 とし、17 を 18 とし、16 を 17 とし、15 を 16

とし、14 を 15 とし、13 を 14 とし、12 の次に次のように加える。 

13 52MHz 帯の周波数の電波を使用するアマチュア局のうち、500W を超え 1kW 以下

の空中線電力を指定するものは、50MHz から 51.5MHz までの周波数を使用して外

国のアマチュア局との通信を行うものであって、その旨が確認できるものである

こと。 

 
   附 則 
 この訓令は、平成１５年２月１０日から施行する。 
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